
付 議 第 ３ 号

高知県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則議案

高知県教育委員会行政組織規則（昭和 43 年高知県教育委員会規則第６号）の一部

を別紙のとおり改正することについて、高知県教育委員会事務委任規則（平成４年

教育委員会規則第１号）第２条第３号の規定により議決を求めます。

高知県教育委員会事務委任規則

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 委 員 会 規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 教 育 委 員 会 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。

令 和 ７ 年 １ 月 日

高 知 県 教 育 長 長 岡 幹 泰

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

高 知 県 教 育 委 員 会 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 教 育 委 員 会 行 政 組 織 規 則 （ 昭 和 43年 高 知 県 教 育 委 員 会 規

則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 40条 の 表 中

を

「

高 知 県 幼 保 連

携 型 認 定 こ ど

も 園 審 議 会

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教

育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の

推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18年

法 律 第 77号 ） 第 25条 の 規 定 に

よ る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

の 設 置 等 の 認 可 及 び 当 該 認 可

の 取 消 し 並 び に 幼 保 連 携 型 認

定 こ ど も 園 の 事 業 停 止 命 令 及

び 施 設 閉 鎖 命 令 に 関 す る 事 項

の 調 査 審 議 並 び に 当 該 事 項 に

関 す る 教 育 委 員 会 に 対 す る 建

議 に 関 す る 事 務

幼 保 支 援

課

」

「

高 知 県 教 育 職

員 免 許 状 再 授

与 審 査 会

教 育 職 員 等 に よ る 児 童 生 徒 性

暴 力 等 の 防 止 等 に 関 す る 法 律

（ 令 和 ３ 年 法 律 第 57号 ） 第 22

条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 特 定 免

許 状 失 効 者 等 に 再 び 免 許 状 を

授 与 す る に 当 た っ て の 教 育 委

員 会 へ の 意 見 の 具 申 に 関 す る

事 務

教 職 員 ・

福 利 課

高 知 県 幼 保 連

携 型 認 定 こ ど

も 園 審 議 会

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教

育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の

推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18年

法 律 第 77号 ） 第 25条 の 規 定 に

よ る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

の 設 置 等 の 認 可 及 び 当 該 認 可

の 取 消 し 並 び に 幼 保 連 携 型 認

定 こ ど も 園 の 事 業 停 止 命 令 及

幼 保 支 援

課

別紙
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に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 教 育 委 員 会 行 政 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

び 施 設 閉 鎖 命 令 に 関 す る 事 項

の 調 査 審 議 並 び に 当 該 事 項 に

関 す る 教 育 委 員 会 に 対 す る 建

議 に 関 す る 事 務

」

2



高知県教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則新旧対照表

改正後 改正前

○高知県教育委員会行政組織規則 ○高知県教育委員会行政組織規則

昭和43年８月23日教育委員会規則第６号 昭和43年８月23日教育委員会規則第６号

第７章 附属機関 第７章 附属機関

（附属機関） （附属機関）

第40条 附属機関の名称、担任事務及び所管課は、次の表に定めるとおりと

する。

第40条 附属機関の名称、担任事務及び所管課は、次の表に定めるとおりと

する。

名称 担任事務 所管課 名称 担任事務 所管課

高知県教育職員

免許状再授与

審査会

教育職員等による児童生徒性暴力等

の防止等に関する法律（令和３年法律

第 57 号）第 22 条第２項の規定による

特定免許状失効者等に再び免許状を

授与するに当たっての教育委員会へ

の意見の具申に関する事務

教職員・

福利課

高知県幼保連携

型認定こども園

審議会

就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号）第25条の規定

による幼保連携型認定こども園の設

置等の認可及び当該認可の取消し並

びに幼保連携型認定こども園の事業

停止命令及び施設閉鎖命令に関する

事項の調査審議並びに当該事項に関

する教育委員会に対する建議に関す

る事務

幼保支援課 高知県幼保連携

型認定こども園

審議会

就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律

（平成18年法律第77号）第25条の規定

による幼保連携型認定こども園の設

置等の認可及び当該認可の取消し並

びに幼保連携型認定こども園の事業

停止命令及び施設閉鎖命令に関する

事項の調査審議並びに当該事項に関

する教育委員会に対する建議に関す

る事務

幼保支援課

高知県教科用図

書選定審議会

義務教育諸学校の教科用図書の無償

措置に関する法律（昭和38年法律第

182号）第11条第１項の規定による市

町村教育委員会等が行う教科用図書

小中学校課

特別支援教

育課

高知県教科用図

書選定審議会

義務教育諸学校の教科用図書の無償

措置に関する法律（昭和38年法律第

182号）第11条第１項の規定による市

町村教育委員会等が行う教科用図書

小中学校課

特別支援教

育課
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改正後 改正前

の採択に関する事務についての教育

委員会が行う指導、助言及び援助に関

する事項等の調査審議並びに当該事

項等に関する教育委員会に対する建

議に関する事務

の採択に関する事務についての教育

委員会が行う指導、助言及び援助に関

する事項等の調査審議並びに当該事

項等に関する教育委員会に対する建

議に関する事務

高知県産業教育

審議会

産業教育振興法（昭和26年法律第228

号）第12条の規定による産業教育に関

する重要事項の調査審議及び当該重

要事項に関する教育委員会又は知事

に対する建議に関する事務

高等学校課 高知県産業教育

審議会

産業教育振興法（昭和26年法律第228

号）第12条の規定による産業教育に関

する重要事項の調査審議及び当該重

要事項に関する教育委員会又は知事

に対する建議に関する事務

高等学校課

高知県社会教育

委員

社会教育法（昭和24年法律第207号）

第17条第１項の規定による社会教育

についての教育委員会に対する助言

に関する事務

生涯学習課 高知県社会教育

委員

社会教育法（昭和24年法律第207号）

第17条第１項の規定による社会教育

についての教育委員会に対する助言

に関する事務

生涯学習課

高知県生涯学習

審議会

生涯学習の振興のための施策の推進

体制等の整備に関する法律（平成２年

法律第71号）第10条第２項及び第３項

の規定による生涯学習に資するため

の施策の総合的な推進に関する重要

事項の調査審議及び当該重要事項に

関する教育委員会又は知事に対する

建議に関する事務

生涯学習課 高知県生涯学習

審議会

生涯学習の振興のための施策の推進

体制等の整備に関する法律（平成２年

法律第71号）第10条第２項及び第３項

の規定による生涯学習に資するため

の施策の総合的な推進に関する重要

事項の調査審議及び当該重要事項に

関する教育委員会又は知事に対する

建議に関する事務

生涯学習課

高知県立図書館

協議会

図書館法（昭和25年法律第118号）第

14条第２項の規定による図書館の運

営に関する館長に対する建議及び図

書館が行う図書館奉仕に関する館長

に対する意見陳述に関する事務

生涯学習課 高知県立図書館

協議会

図書館法（昭和25年法律第118号）第

14条第２項の規定による図書館の運

営に関する館長に対する建議及び図

書館が行う図書館奉仕に関する館長

に対する意見陳述に関する事務

生涯学習課

高知県いじめ問 高知県いじめ防止対策推進法施行条 人権教育・児 高知県いじめ問 高知県いじめ防止対策推進法施行条 人権教育・児
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改正後 改正前

題調査委員会 例（平成26年高知県条例第59号）第15

条の規定による高知県いじめ防止基

本方針に基づく地域におけるいじめ

の防止等のための対策の実施並びに

重大事態が県立学校で発生した場合

における当該事実の確認及び調査に

関する事項の調査審議並びに当該事

項に関する教育委員会に対する建議

に関する事務

童生徒課 題調査委員会 例（平成26年高知県条例第59号）第15

条の規定による高知県いじめ防止基

本方針に基づく地域におけるいじめ

の防止等のための対策の実施並びに

重大事態が県立学校で発生した場合

における当該事実の確認及び調査に

関する事項の調査審議並びに当該事

項に関する教育委員会に対する建議

に関する事務

童生徒課
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